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リニューアルの概要と本マニュアルの位置付け 4

「環境法令.com」及び「環境法令サポート」のリニューアルの概要は以下の通りです。

※ 本資料に掲載のリニューアル版の画面はイメージです。現在開発中のため多少レイアウト等が変更になる場合がございます。

内容
環境法令サポート

閲覧サイト
環境法令サポート

購入サイト・会員様専用サイト
環境法令.com WEBサイト

リニューアルの
ポイント

■ 閲覧サイトURLの変更
■ データベース及びマンスリーレポート

をExcelからWEB閲覧方式に変更
■ マルチ契約時の追加ID情報登録他

■ 購入サイト・会員様専用サイト
URLの変更

■ 契約更新手続き画面及び操作方法
の変更

■ 請求書発行の変更
（お客様によるダウンロード）

■ 領収書発行が可能（ダウンロード）
■ 退会手続き方法の変更 他

■ デザイン及びコンテンツを更新 他

参照マニュアル
環境法令サポート リニューアル版

～データベース・マンスリーレポート閲覧～

「操作手順書」
本マニュアル ―
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環境法令サポート リニューアル版での主な変更点 5

項目 現在 リニューアル後

サイト
〈ダウンロードサイト〉
https://kankyohourei.com/order/

〈閲覧サイト〉
https://law.kankyohourei.com/login

データベース/マンスリーレポート
閲覧方法

Excelファイルをダウンロードし閲覧 WEBサイト上での閲覧

データベース
提供コンテンツの差異

「法規要約」あり
「法規要約」削除
※ Excel版での法規要約へのリンクはすべて法規本文

に変更

【マルチ契約のお客様】
追加ID分のログイン情報登録

―
追加ID分のログイン用メールアドレス/パスワードの
登録が必要
・・・本マニュアルp.29参照

無料お試し版の提供 無料サンプル版の提供あり
※ 当面の間はWEBミーティング形式でのデモ対応

（無料）

https://kankyohourei.com/order/
https://law.kankyohourei.com/login
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環境法令サポート_リニューアル後の初回ログイン方法 7

 ①会員様専用サイト https://store.kankyohourei.com/mypage/login にアクセスします。
※ 環境法令サポート閲覧サイト（https://law.kankyohourei.com/login）ではございませんのでご注意ください。
 ログイン画面が表示されたら、②メールアドレス/パスワードを入力し、③「ログイン」をクリックします。
 環境管理ツール「環境法令サポート」標品一覧が表示されたら、④「法令サポートサイト」をクリックします。
 ログイン画面が表示されたら、⑤メールアドレス/パスワードを入力し、⑥「ログイン」をクリックすると、法令サポートサイト画面が表示されます。

2

3

4

5

6

 上記⑥でログインできなかった場合は、ログイン画面（https://law.kankyohourei.com/login）を開き、ページリロード（再読込・更新）
を行ってから再度ログインをお試しください。
 ログインできた方は、次回より、p.8の方法でログインが可能となります。

https://store.kankyohourei.com/mypage/login
https://law.kankyohourei.com/login
https://law.kankyohourei.com/login
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環境法令サポート_ログイン方法 8

https://law.kankyohourei.com/login にアクセスすると下記ログイン画面が表示されます。
現在お使いの「メールアドレス」,「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックすると「環境法令サポート」トップ画面が表示されます。

【ログイン画面】 【環境法令サポート トップ画面】

https://law.kankyohourei.com/login
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環境法令サポート_ログイン方法 9

注意
 同一のメールアドレス/パスワードで同時ログインはできません。
既にログインされている状態で、ログインすると、「このアカウントは既に別の場所でログインしています」と表示されます。
※ ログイン状態で1時間以上、操作がない場合は自動でログアウトされますが、閲覧を終了される場合は「ログアウト」することを推奨します。
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環境法令サポート_トップ画面の説明 10

 マンスリーレポートのトップ画面へ … p.12

 法令データベースのトップ画面へ … p.17

 マルチ契約の場合の追加ID分の
ログイン情報登録画面へ … p.29

 新着ニュースを掲載します

 重要なお知らせを掲載します

 ご契約内容の確認ができます

 環境法令サポートのトップ画面は以下のような構成になっております。

「新着ニュース」,「重要なお知らせ」には、無料セミナーのご案内や最新情報等を掲載する予定です。ぜひご確認ください。
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環境法令サポート_マンスリーレポートの閲覧① 12

2024-09-12

2024年8月度 このレポートを見る 〉

2024-10-11

2024年9月度 このレポートを見る 〉

2024-11-13

2024年10月度 このレポートを見る 〉

 環境法令サポートのトップ画面で、①「マンスリーレポート」をクリックすると、
「マンスリーレポート」のトップ画面に移行します（下図）。
 ②閲覧したいマンスリーレポートをクリックします。

▼
▼
▼

2

1
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従来のマンスリーレポート リニューアル後のマンスリーレポート
どの法令の改正情報があるのか

最後までスクロールする必要があった！
ここがポイント！

法令区分を上部に集約し、改正情報ありの法令区分のみ強調表示！
見たい改正情報を2回のクリック操作で閲覧が可能です！

環境法令サポート_マンスリーレポートの閲覧② 13

インデックスへ

先頭行へ

　「法令区分」欄に「緑色の網掛けのあるセル」については詳細な情報を提供しています。該当するセルをクリックしてください。 法令施行情報へ

　　 ◎：新規制定　　○：環境マネジメント上重要・有用な改正　　△：軽微な改正　×：法令の廃止

区分 NO
公布日

・
公表日

法
律

施
行
令

施
行
規
則

他
政
省
令

告
示

参
考

総論 010

020

030

050

060 環境配慮促進法

065

070

地球環境 110

111

120

125

130 9/27 ○

420 9/5 ○

100

101

大気 200 9/27 ○

○

主な答申内容は以下の通り

上記に関連して「今後の自動車排出ガス低減対策について（第十四次答申）」
に基づき、ガソリン・LPGを燃料とする特殊自動車の排出ガス規制、ブローバイ
ガス（原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガス）の大気開放の禁止、に
係るオフロード法関係告示が改正される

※本件に係る情報は以下の環境省ホームページで閲覧できます

・新型車については令和6年10月１日から、継続生産車については令和9年10
月１日から適用される予定

主な答申内容は以下の通り

※本件に係る情報は以下の環境省ホームページで閲覧できます

https://www.env.go.jp/press/press_03768.html

　　・排出基準の見直しについては、セメントクリンカー製造設備は現行基準を
維持、非鉄金属製造施設は排出基準を強化

　　・水銀排出施設に「石炭ガス化複合発電施設（IGCC 施設」を追加。要排出
抑制施設の追加については「フェロアロイ製造施設、バイオマス燃焼施設等の
追加」については検討を実施

（参考）中環審「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十五次
答申)」について

※本答申（案）は以下のパブリックコメントWebサイトで閲覧できます

https://public-comment.e-
gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=195240013&Mode=1

フロン排出抑制法
（参考）フロン排出抑制法に係わる指定製品の製造業者等の判断の基準に対
する環境大臣意見の提出

指定製品の製造業者等の判断の基準の改正案に対して、経済産業大臣に対し
て環境大臣から意見が提出された

※本件に係る情報は以下の環境省ホームページで閲覧できます

https://www.env.go.jp/press/press_03663.html

※本件に係る情報は以下の環境省ホームページで閲覧できます

　・特殊自動車の排出ガス低減対策について、定格出力19kW以上560kW未満
のディーゼル特殊自動車について、PN（PMの粒子数）規制を導入、PMの質量
規制（従来規制）の許容限度目標値を強化

　・今後の検討課題については、微小粒子状物質等に関する対策、ブレーキ粉
塵及びタイヤ粉塵に関する対策について重点的に検討

環境法令サポートマンスリーレポート　（２０２４年９月官報公示分）

法令名
施行日・適用日、

政省令告示等名称・番号
制定・改正の主な内容

環境基本法

環境配慮契約法

法令の制定・改正　概要一覧表

低炭素投資促進法

生物多様性関係法令

公害防止組織法工場公害
防止 工場立地法

地球温暖化対策推進法

オゾン層保護法

省エネルギー法

環境教育促進法

大気汚染防止法

グリーン購入法

建築物省エネ法

水銀汚染防止法
（参考）中環審「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施に
ついて（第三次答申）」

https://www.env.go.jp/press/press_03767.html

❶❷・・・は
改定数を表します

環境法令サポートマンスリーレポート（2024年##月官報公示分）
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環境法令サポート_マンスリーレポートの閲覧③ 14

ここがポイント！
最後までスクロールしなくても2回のクリックで改正情報が確認できます

▼
▼
▼
▼

「総論」に区分される
改正情報がある法令名が

ポップアップ表示される

改正情報が表示されます！

2

1
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操作方法

Excel版

WEB版

環境法令サポート_マンスリーレポートの閲覧④（ご参考） 15

種別
法律

施行令
施行規則
他政省令

告示
参考

分類
◎:新規制定
○:環境マネジメント上、重要・有用な改正
△:軽微な改正
×:法令の廃止

　　 ◎：新規制定　　○：環境マネジメント上重要・有用な改正　　△：軽微な改正　×：法令の廃止

区分 NO
公布日

・
公表日

法
律

施
行
令

施
行
規
則

他
政
省
令

告
示

参
考

総論 010 6/17 ○ （適用日：2024.6.17）【河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水
域類型の指定に関する件（平成21年3月環境省告示第14号）】（環境省告示第
42号）

法令名
施行日・適用日、

政省令告示等名称・番号
制定・改正の主な内容

環境基本法

 改正内容の表示は、以下のようなレイアウトに変更になります。



environm
ental business agency

Copyright (c) 2023 eba. All Rights Reserved.

16

1. リニューアルの概要について

2. 「環境法令サポート（リニューアル版）～ログイン方法～

3. 「マンスリーレポート」 ～閲覧方法～

4. 「法令データベース」 ～閲覧方法～
5. 「法令データベース」 ～操作方法～

6. 「ユーザー管理」 マルチ契約のお客様 【重要】

7. よくある質問（FAQ）

8. お問合せ先



environm
ental business agency

Copyright (c) 2023 eba. All Rights Reserved.

環境法令サポート_法令データベースの閲覧方法 17

2024年10月度 このデータベースを見る 〉

 環境法令サポートのトップ画面で、①「法令データベース」をクリックすると、
「環境法令データベース」のトップ画面に移行します（下図）。
 公開中のデータベースが表示されますので、②最新のデータベースをクリックします。
※ データベースの更新は年4回（4月,7月,10月,1月 各月の月末）

▼
▼
▼
▼
▼
▼

2

1
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環境法令サポート_法令データベースの閲覧方法_インデックス画面 18

従来の環境法令サポート インデックス リニューアル後の環境法令サポート インデックス
従来のレイアウトを踏襲し操作性を維持法令ファイル 様式リンク情報

サポートファイル 地方環境事務所組織規則

マンスリーレポート 化学物質情報検索Web情報

　制定・改正の公布、施行、改正履歴シート等のメンテ実施 トラブル時の対応 その他Web情報

　順法管理上重要な制定・改正の公布、施行、重要なメンテ実施

区分 番号 作成日・更新日

010 ２０２４/０７

020 ２０２４／０１

030 ２０２４/０４

050 ２０２４/０７

060 ２０２４／０１

065 ２０２２／０７

070 ２０２４／０４

110 ２０２４/０７

111 ２０２４/０７

120 ２０２４／０４

121 ２０２４／０４

125 ２０２４/０７

130 ２０２４/０７

420 ２０２４／０４

100 ２０２４／０４

101 ２０２２／１０

大気 200 ２０２４/０７

200 ２０２３／０７

201 ２０２４／０４

203 ２０２４/０７

水質 209 ２０２４／０４

210 ２０２４/０７

210 ２０２２／０７

211 ２０２４／０４

212 ２０２３／０４

213 ２０２４/０７

214 ２０２４/０７

215 ２０２２／０７

216 ２０２４／０４

217 ２０２４／０４

騒音・振動・ 220 ２０２４／０１

悪臭 221 ２０２４／０１

222 ２０２４/０７

土壌 230 ２０２４/０７

231 ２０２４／０１

240 ２０２２／０７

化学物質 300 ２０２４／０４

310 ２０２４／０７

311 ２０２４/０７

312 ２０２４/０７

315 ２０２４／０４

320 ２０２４/０７

321 ２０２４/０７

325 ２０２４/０７

　　　省エネルギー法（２）－関係省令・告示集－

　　　  

　　　  

高速検索ガイド
へ

　※不要な法令ファイル名称等がある場合、行を削除してご利用下さい

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（低炭素投資促進法）

生物多様性関係法令

「環境法令サポート」　インデックス（２０２４年７月版）

環境基本法
総論

悪臭防止法

法令ファイル

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）（１）

地方条例リンク
集へ

閲覧したい法令ファイル名等をクリックすると、自動的にファイルが開きます

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

騒音規制法

土壌汚染対策法（１）

河川法＜水利使用関係＞

　　　土壌汚染対策法（２）－法令改正情報、通知文等資料関係－

高圧ガス保安法

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進
法）

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（農用地汚染防止法）

工場公害
防止

毒物及び劇物取締法

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（環境教育促進法）

地球温暖化対策の推進に関する法律（温暖化対策推進法）

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）

　　　化審法（２）－改正情報、関係省令、告示－

工場立地法

水質汚濁防止法（１）

振動規制法

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海洋汚染防止法）

水循環基本法

瀬戸内海環境保全特別措置法

下水道法

法令名称

ダイオキシン類対策特別措置法

浄化槽法

　　　水質汚濁防止法（２）　－法令改正情報－

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）

地球環境

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（公害防止組織法）

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（省エネルギー法）（１）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）（旧：フロン回収破壊法）

水銀による環境の汚染の防止に関する法律（水銀汚染防止法）

　　　

消防法＜危険物関係＞（１）

　　　消防法＜危険物関係＞（２）－消防法令本文、関係省令、告示等－

農薬取締法

湖沼水質保全特別措置法

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動
車NOｘ・PM法）

　　　大気汚染防止法（２）　－法令改正情報－

工業用水法

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）

大気汚染防止法（１）

　　　  

　　　  

法令区分は上部に集約！
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インデックスへ戻る

contents data

法適用チェック表 お役立ちWeb情報

早見表目次 通知文

法的要求事項早見表 温室効果ガス排出量算定方法

改正履歴

法令目次 ◆新規登録注目データ

法規要約

法規本文 順法状況点検表

改正令（2021.11.8）

温室効果ガス排出量算定・報
告マニュアル(Ver5.0)  (令和6
年2月)の公表

改正温対法（2022.6.1)

環境法令サポート
１１０：温暖化対策推進法

caution：本商品に記載された事項は、著作物として著作権法により保護されていますので（ただし、法令、告示、行
政通知など官報等で公知の情報となっているものを除きます）、記載内容の全部か一部かを問わず、電子ファイルあ
るいは印刷物として複製し、契約者以外の者に頒布、譲渡、貸与、販売すること及び転載、転用を禁止します。

施設別適用法令早見表
へ

施設別法的要求事項早
見表へ

last update　2024/07/16

改正温対法（2021.6.2)

メニュー構成は「縦並び」に変更
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表紙へ

注意）このチェック表は、すべての該当要件について整理したものではありません。また、地方条例については 早見表へ

　　　記載していませんのでご注意ください。

法適用の有無の考え方

　　・特定排出者は、温室効果ガス排出量の国への報告について「温暖化対策推進法」の適用を受ける

　　　ことになります。

　　・特定排出者以外の一般の事業者については、努力義務として温室効果ガス排出量の削減に係る計画作成と

　　　実績の把握及び公表について「温暖化対策推進法」の適用を受けることになります。

手順

１．省エネ法による第一種特定事業者又は第二種特定事業者、特定貨物輸送事業者、特定荷主等に該当しているかを

　　確認してください。

２．それ以外の事業所においては、二酸化炭素、メタン等の温室効果ガス算定排出量が法定の事業活動において

　　　法定数量以上排出しているかどうかを確認してください。

省エネ法の適用状況 法適用の有無

特定排出者

（資料）温室効
果ガス排出量
算定方法

一般責務

一般事業者

特定排出者

二酸化炭素（エネルギーの使用に伴って発生するものを除く）、メタン等の温室効果
ガスの排出量（二酸化炭素に換算した量）が３０００トン以上であるが、施行令で規
定する事業活動を行う事業者ではない

法定の活動
（施行令別表７
から別表13）

特定荷主に指定されている

特定旅客輸送事業者に指定されている

特定航空輸送事業者に指定されている

二酸化炭素（エネルギーの使用に伴って発生するものを除く）の排出を伴う事業活
動を行う事業者で、二酸化炭素の排出量に１を乗じて得た量が３０００トン以上

特定排出者として「温暖化対策
推進法」の適用を受ける

特定排出者として「温暖化対策
推進法」の適用を受ける

特定排出者として「温暖化対策
推進法」の適用を受けない（た
だし、温室効果ガスの排出の抑
制等のための措置に関する計
画を作成し、これを公表するよう
に努める）

六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動を行う事業者で、六ふっ化硫黄の排出量に２２
８００を乗じて得た量（二酸化炭素に換算した量）が３０００トン以上

施行令で規定する事業活動を行う事業者であるが、二酸化炭素（エネルギーの使
用に伴って発生するものを除く）、メタン等の温室効果ガスの排出量（二酸化炭素に
換算した量）が３０００トン未満である

.メタンの排出を伴う事業活動を行う事業者で、メタンの排出量に２５を乗じて得た量
（二酸化炭素に換算した量）が３０００トン以上

一酸化二窒素の排出を伴う事業活動を行う事業者で、一酸化二窒素の排出量に２
９８を乗じて得た量（二酸化炭素に換算した量）が３０００トン以上

ハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動を行う事業者で、ハイドロフルオロ
カーボンの排出量に地球温暖化係数を乗じて得た量（二酸化炭素に換算した量）の
合計量が３０００トン以上

パーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動を行う事業者で、パーフルオロカーボ
ンの排出量に地球温暖化係数を乗じて得た量（二酸化炭素に換算した量）の合計
量が３０００トン以上

三ふっ化窒素の排出を伴う事業活動を行う事業者で、三ふっ化窒素の排出量に１７
２００を乗じて得た量（二酸化炭素に換算した量）が３０００トン以上

省エネ法の特定事業者に
該当していない

温暖化対策推進法の適用を受けるか否かを確認するためのシート

特定事業者等の区分、事業活動の区分等

すべての事業所（連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む）の原油
換算エネルギー使用量の合計量が１５００キロリットル以上

特定貨物輸送事業者に指定されている

省エネ法の特定事業者に
該当する
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表紙へ

早見表へ

法令目次へ

区分 項目

事業者等の責務

用語

取り組み事項

該当要件

用語

順守事項 温室効果ガス算定排出量の報告 特定事業所排出者

連鎖化事業者

特定輸送排出者

電子報告

省エネ法との関係

温室効果ガス算定排出量の算定方法 特定事業所排出者

特定輸送排出者

権利利益の保護に係る請求

３．特定排出者、連鎖化事業者、特定輸送排出者

温暖化対策推進法　要求事項早見表目次

内容

１．一般責務

２．一般事業者
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１．一般責務 表紙へ

２．一般事業者 法適用チェック表へ

３．特定排出者等 順守事項 早見表目次へ

改正履歴へ

法的要求事項 　　　　　　法規要約リンク先

１．一般責務

事業者等の
責務

施策への協力

温室効果ガスの排出
抑制努力

製品等における取組
み、情報の提供

国民の責務

用語

２．一般事業者

取り組み事
項

削減計画 計画の作成

　　令1条（温室効果ガスたるハイドロフル
オロカーボン）

法2条2項（用語「地球温暖化対策」）

国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等の
ための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体の施
策に協力しなければならない

法2条3項（用語「温室効果ガス」）

　　令2条（温室効果ガスたるパーフルオロ
カーボン）

法23条（事業活動に伴う排出削減等）

法35条（二酸化炭素の排出量の把握に必
要な情報の提供）

温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化そ
の他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう

法6条（国民の責務）

法2条1項（用語「地球温暖化」）

　温暖化対策推進法（早見表）

　　（告示）事業者が講ずべき措置に関す
る指針

法24条（日常生活における排出削減への
寄与）

法5条（事業者の責務）

主務大臣は、温室効果ガスの排出の量の削減等及び日常生活におけ
る温室効果ガスの排出の量の削減への寄与に係る事業者が講ずべき
措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公
表する

事業者は日常生活用製品等の製造、輸入、販売、提供を行うに当たっ
ては、その利用に伴う温室効果ガス排出量がより少ない製品等の製造
等を行うとともに、当該製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関
する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない

法25条（排出削減等指針）

エネルギー供給事業者

地球温暖化対策

注意）この早見表は、適用されるすべての法
的要求事項をもれなく記載したものではあり
ません。また、地方条例については記載され
ていませんのでご注意ください。

指針への対応

地球温暖化

事業者の責
務

事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減等に資する設備を選択す
るとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少なくする方法で使用
するよう努めなければならない

事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体の
施策に協力しなければならない

人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの
濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が
追加的に上昇する現象をいう

エネルギー供給事業者は、その供給の相手方に対し、供給エネルギー
の使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよ
う努めなければならない

法2条5項（用語「地球温暖化係数」）

温室効果ガス

　・ハイドロフルオロカーボンは政令で、ＨＦＣ―23、ＨＦＣ―32など１９物
質が定められている

温室効果ガス総排出量

法2条4項（用語「温室効果ガスの排出」）
人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若
しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱（燃料又は電
気を熱源とするものに限る）を使用することをいう

温室効果ガスの排出

※Ｈ27.4.1から「三ふっ化窒素」が温室効果ガスに追加された

令4条（地球温暖化係数）

法2条5項（用語「温室効果ガス総排出
量」）

温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化
炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた
知見に基づき政令で定める係数をいう

温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される物
質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量の合計量を
いう

地球温暖化係数

地球温暖化係数は温暖化をもたらす程度について二酸化炭素に対す
る比を示す数値として、メタンであれば２５と定められている

法36条（事業者の事業活動に関する計画
等）第1項

事業者は、その事業活動に関し温室効果ガスの排出の量の削減等の
ための措置に関する計画を作成し、これを公表するように努める

二酸化炭素 、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン（HFC)
のうち政令で定めるもの、パーフルオロカーボン（PFC)のうち政令で定
めるもの、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素をいう

　・パーフルオロカーボンは政令で、ＰＦＣ―14、ＰＦＣ―116など９物質
が定められている
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　温暖化対策推進法 表紙へ

早見表へ

　　　・過去１年間の改正について、「法規要約」シート及び「法規本文」シート上の該当個所を赤字で表示しています。

　　　・主な改正個所については該当する条文の条・項番号を付してしますが、過去１年間の改正については、本表の 先頭行へ

　　　　「条項番号」をクリックすると「法規本文」シートの該当する条文に自動的に移動します。 最終行へ

条項番号 備考

2024.6.19 法律 法律56

第2条（定義）において「算定割当量」を削除し、「第9章 割当量口座簿等（第43条－第57条）」を
全部削除

2026.1.1

「第9章の2 国際協力排出削減量の記録、管理等」の章番号が「第9章」に繰り上げられ、条番号
が付け替えられた

二国間クレジット制度（JCM）の実施体制強化を図るため、JCMのクレジット発行、口座簿の管理
等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、これらの手続等の一部を実施できるようにす
る指定法人制度を創設

2025.4.1

地域脱炭素化促進事業制度の拡充を図るため、現在は市町村のみが定めることができる再生
可能エネルギーの促進区域等について、都道府県及び市町村が共同して定めることができるよ
うに見直し
未施行につき、法規本文シート等への反映無し。改正の概要は「法改正の概要シート」を参照の
こと

法7条（温室効果ガスの排出量等の算定等） において、条文中の引用規格を京都議定書からパ
リ協定に改定

法7条 2024.6.19

法24条（日常生活における排出削減への寄与）において、寄与する活動の範囲に原材料の調
達、廃棄その他の取扱いが追加され、ライフサイクル全般にわたるものに拡大された

法24条

法39条（全国地球温暖化防止活動推進センター）第2項 において、利用等の語句を整理 法39条

法41条（環境大臣による地球温暖化防止活動の促進） において、環境大臣の活動範囲に、日
常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活様式等の改善が追加

法41条

法59条（温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進）において、政
府が取り組む措置に、日常生活用製品等の製造等を行う者による温室効果ガスの排出に関する
情報提供の促進が追加

法59条

法律制定時の附則第3条において、、利用等の語句を整理、第4条の検討期限を令和7年から令
和12年に改定

附則3条等

2024.5.27 告示
経産、環境省
告示5

告示名：温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭
素の排出の程度を示す係数を告示する件（令和5年経済産業省、環境省告示第9号）

2024.5.27

温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる
電気事業者等別の排出係数なを定める告示が全面改正された

2024.4.1 施行規則 環境省令17
立入検査員の携帯する身分証の様式を統一化するため、則5条の11（身分を示す証明書）及び
別記様式が削除された

則5条の11 条の削除 2024.4.1

2024.3.29 省令
農水経産国交
通環境省令1

省令名：地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に
関する省令（令和4年農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号）

2024.4.1

漁港漁場整備法、森林法等の改正に伴う改正で、該当条文中に引用する漁港漁場整備法の名
称の改定、則別表中に引用するの森林法等関係省令の条項番号、書面名等が整理された

2024.3.4 告示
経産、環境省
告示3

告示名：温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、特定排出者コー
ド、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法を定める件（平成19年経済産業
省、環境省告示第1号）

2024.4.1

統計法第 28 条の規定に関する「統計基準として日本標準産業分類を定める」告示の施行に伴
う改正が行われ、事業コードの欄に記載する番号は、令和5年総務省告示第256号（統計法第28
八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件）に定める番号を記載するよ
うに改定された

2024.2.20 施行規則 環境省令12
※デジタル化を推進するために、「磁気ディスク」等特定の記録媒体から「電磁的記録媒体」とす
る改正が行われた

2024.2.20

則5条の9（書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例）において、「磁気
ディスク」等特定の記録媒体から「電磁的記録媒体」の表記に改定

則5条の9

2024.1.11 告示
経産、環境省
告示1

告示名：調整後温室効果ガス排出量を調整する方法（平成22年経済産業省、環境省告示第4
号）

2024.4.1

・調整対象温室効果ガス排出量のうちエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出
量から、廃棄物又は廃棄物燃料の使用により発生する二酸化炭素について控除する

・調整後温室効果ガス排出量における、他人から供給された都市ガス及び熱の使用による排出
量の算定について、電気と同様に事業者別の調整後排出係数を使用すること

・特定排出者が購入した国内認証排出削減相当量及び非化石証書について、所定の量を上限
に控除できる

2023.12.14 告示
経産、環境省
告示9

告示名：温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭
素の排出の程度を示す係数を告示する件（令和5年経済産業省、環境省告示第9号）

2023.12.14

温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる
電気事業者等別の排出係数が全面改正された

2023.12.12 省令
経産省、環境
省令4

省令名：特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令（平成18年
経済産業省、環境省令第3号）

2024.4.1

温室効果ガス排出量の算出に用いる換算係数や算定対象活動・算定式などが大幅に改定され
た

2023.12.12 省令
内総法外財文
厚農経国環防
衛省令2

省令名：温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成18年内閣府、総務省、法務
省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境
省令第2号）

2024.4.1

該当告示へ

該当省令へ

施行日
該当条項

法令改正履歴

公布年月日 法令区分 法令番号 主な改正事項

改正に関する資料（環境省
Webサイトへリンク）

該当告示へ

改正に関する資料（環境省
Webサイトへリンク）

改正に関する資料（環境省
Webサイトへリンク）

※2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、2030年度温室効果ガス46パーセント削減の実
現を図るために、二国間クレジット制度（JCM）の実施体制を強化するための規定を整備するとと
もに、地域脱炭素化促進事業制度の拡充等の措置を講じる改正が行われた

改正に関する資料（環境省
Webサイトへリンク）

「法改正の概要シート」へ

該当省令へ

改正に関する資料（パブリッ
クコメントWebサイトへリンク）

該当告示へ

該当告示へ
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温暖化対策推進法　　目次 法律目次 表紙へ

施行令目次 早見表へ

法律名 地球温暖化対策の推進に関する法律 施行規則目次 通知文

公布日 公布：平成１０（１９９８）年１０月９日、法律第１１７号 関係省令一覧 参考情報

見出し 法規要約リンク 法規本文リンク

○法律　　（平成１０（１９９８）年１０月９日、法律第１１７号）

第１章　総則

第1条 目的 第1条

第2条 定義 第2条 第2条

第2条の2 基本理念 第2条の2

第3条 国の責務 第3条 第3条

第4条 地方公共団体の責務 第4条 第4条

第5条 事業者の責務 第5条 第5条

第6条 国民の責務 第6条 第6条

第7条 温室効果ガスの排出量等の算定等 第7条 第7条

第２章　地球温暖化対策計画

第8条 地球温暖化対策計画 第8条 第8条

第9条 地球温暖化対策計画の変更 第9条 第9条

第３章　地球温暖化対策推進本部 

第10条 地球温暖化対策推進本部の設置 第10条

第11条 所掌事務 第11条

第12条 組織 第12条

第13条 地球温暖化対策推進本部長 第13条

第14条 地球温暖化対策推進副本部長 第14条

第15条 地球温暖化対策推進本部員 第15条

第16条 事務 第16条

第17条 主任の大臣 第17条

第18条 政令への委任 第18条

第４章　政府実行計画、地方公共団体実行計画等

第19条 国及び地方公共団体の施策 第19条

第20条 政府実行計画等 第20条

第21条 地方公共団体実行計画等 第21条

第21条の2
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発
電の促進に関する法律の特例

第21条の2

第22条 地方公共団体実行計画協議会 第22条

法22条の2 地域脱炭素化促進事業計画の認定 第22条の2

法22条の3 地域脱炭素化促進事業計画の変更等 第22条の3

法22条の4 地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例 第22条の4

法22条の5 温泉法の特例 第22条の5

法22条の6 森林法の特例 第22条の6

法22条の7 農地法の特例 第22条の7

法22条の8 自然公園法の特例 第22条の8

法22条の9 河川法の特例 第22条の9

法22条の10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例 第22条の10

法22条の11 環境影響評価法の特例 第22条の11

法22条の12 援助 第22条の12

法22条の13 指導及び助言 第22条の13

法22条の14 報告の徴収 第22条の14

条文番号

法規本文へのリンクは条文番号へ設定変更
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温暖化対策推進法　（本文） 表紙へ

早見表へ

法令目次へ

法律 施行令（政令） 施行規則（省令）
条 項 内容 リンク先 条 項 内容 リンク先 条 項 内容 リンク先

第１章　総則

（目的）

（定義）

1項

2項

第2条 この法律において「温室効果ガス」
とは、次に掲げる物質をいう。

一 　二酸化炭素

二 　メタン

三 　一酸化二窒素

（温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン） 

地球温暖化対策の推進に関する法
律 （以下「法」という。）第二条第三
項第四号 の政令で定めるハイドロ
フルオロカーボンは、次に掲げると
おりとする。

一 　トリフルオロメタン（別名ＨＦＣ-
23）

二 　ジフルオロメタン（別名ＨＦＣ-
32）

三 　フルオロメタン（別名ＨＦＣ-41）

四 　1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン
（別名ＨＦＣ-125）

五 　1,1,2,2-テトラフルオロエタン
（別名ＨＦＣ-134）

六 　1,1,1,2-テトラフルオロエタン
（別名ＨＦＣ-134ａ）

七 　1,1,2-トリフルオロエタン（別名
ＨＦＣ-143）

八 　1,1,1-トリフルオロエタン（別名
ＨＦＣ-143ａ）

九　1,2-ジフルオロエタン（別名ＨＦ
Ｃ－152）

十 　1,1-ジフルオロエタン（別名ＨＦ
Ｃ-152ａ）

十一　フルオロエタン（別名ＨＦＣ－
161）

十二 　1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロ
プロパン（別名ＨＦＣ-227ｅａ）

十三 　1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプ
ロパン（別名ＨＦＣ-236ｆａ）

十四　1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプ
ロパン（別名ＨＦＣ－236ｅａ）

第1条

この法律において「地球温暖化」と
は、人の活動に伴って発生する温
室効果ガスが大気中の温室効果ガ
スの濃度を増加させることにより、
地球全体として、地表、大気及び海
水の温度が追加的に上昇する現象
をいう。

この法律において「地球温暖化対
策」とは、温室効果ガスの排出の量
の削減並びに吸収作用の保全及び
強化（以下「温室効果ガスの排出の
量の削減等」という。）その他の国
際的に協力して地球温暖化の防止
を図るための施策をいう。

第2条

3項

第１条

四 　ハイドロフルオロカーボンのう
ち政令で定めるもの

この法律は、地球温暖化が地球全
体の環境に深刻な影響を及ぼすも
のであり、気候系に対して危険な人
為的干渉を及ぼすこととならない水
準において大気中の温室効果ガス
の濃度を安定化させ地球温暖化を
防止することが人類共通の課題で
あり、全ての者が自主的かつ積極
的にこの課題に取り組むことが重
要であることに鑑み、地球温暖化
対策に関し、地球温暖化対策計画
を策定するとともに、

社会経済活動その他の活動による
温室効果ガスの排出の量の削減等
を促進するための措置を講ずること
等により、地球温暖化対策の推進
を図り、もって現在及び将来の国民
の健康で文化的な生活の確保に寄
与するとともに人類の福祉に貢献
することを目的とする。

従来通り「法律」「施行令（政令）」「施行規則（省令）」を並べて表示
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1. リニューアルの概要について

2. 「環境法令サポート（リニューアル版）～ログイン方法～

3. 「マンスリーレポート」 ～閲覧方法～

4. 「法令データベース」 ～閲覧方法～

5. 「法令データベース」 ～操作方法～
6. 「ユーザー管理」 マルチ契約のお客様 【重要】

7. よくある質問（FAQ）

8. お問合せ先
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操作方法
前の画面に戻る

「ホーム」や「法令データベーストップ」、
「ページトップ」に戻る

法令データベース閲覧時の操作方法について① 27

前の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」を押下！

ページトップへ戻る

ここをクリックすることで、ホームや環境法令データベーストップ画面等にも戻れます
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操作方法
横スクロールが必要な場合

法令データベース閲覧時の操作方法について② 28

〈横スクロール方法①〉
マウスを左クリックした状態で

左右へ動かす

〈横スクロール方法②〉
このボタンを

単押しもしくは長押しする▼
▼
▼
▼

横スクロールで右端も表示！
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1. リニューアルの概要について

2. 「環境法令サポート（リニューアル版）～ログイン方法～

3. 「マンスリーレポート」 ～閲覧方法～

4. 「法令データベース」 ～閲覧方法～

5. 「法令データベース」 ～操作方法～

6. 「ユーザー管理」 マルチ契約のお客様 【重要】
7. よくある質問（FAQ）

8. お問合せ先
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ユーザー管理 30

重要
 マルチの定義は、原則、利用者1名に対し1つのIDが必要になります。マルチ契約のお客様は追加ID※分のログインID/PWを登録する
必要がございます。
※ 追加IDとは、

＊ マルチ2ID契約の場合、「基本ID:1＋追加ID:1」・・・1つのID（メールアドレス）/PW登録が必要
＊ マルチ10ID契約の場合「基本ID:1＋追加ID:9」・・・9つのID（メールアドレス）/PW登録が必要

 「ユーザー管理」のメニューが表示されるのは、会員登録者（契約者）のみとなります。会員登録者（契約者）がログインした画面から
のユーザー登録となります。
※ ここで登録されたユーザーは「ユーザー管理」メニューには入れません。
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ユーザー管理_追加IDの登録方法 31

▼
▼
▼
▼
▼

1

 環境法令サポートトップ画面の①「ユーザー管理」をクリックします。
 ユーザー管理画面が表示されたら、
②名前、
③メールアドレス、
④パスワード
を入力し、⑤更新ボタンをクリックします。
※ 追加ID分の数だけ入力枠が表示されます。

（例1）マルチ2ID契約・・・追加1ID分の入力枠
（例2）マルチ8ID契約・・・追加7ID分の入力枠

名前 メールアドレス（ログインID） パスワード2 3 4 5

※画面イメージはマルチ5ID契約時
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1. リニューアルの概要について

2. 「環境法令サポート（リニューアル版）～ログイン方法～

3. 「マンスリーレポート」 ～閲覧方法～

4. 「法令データベース」 ～閲覧方法～

5. 「法令データベース」 ～操作方法～

6. 「ユーザー管理」 マルチ契約のお客様 【重要】

7. よくある質問（FAQ）
8. お問合せ先
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よくある質問（FAQ） 33

No. 想定質問 回答

1 従来通りExcel版での提供は可能ですか？ Excel版での提供は、リニューアルと同時に終了致します。

2 現在、シングル契約だが、同一ID/PWで複数で
利用することは可能ですか？

従来もリニューアル後も、利用規約上、原則、利用者1名に対して1IDとなっているため、複数での利用はで
きません。

3 WEB上のデータベースやマンスリーレポートをpdf
等にダウンロードすることは可能ですか？ ダウンロードはできません。閲覧のみになります。

4 なぜ「法規要約」を削除したのですか？ 法規要約と法規本文は、ほぼ同じ内容のため、リニューアル版では法規本文のみに統一いたしました。
Excel版での法規要約へのリンクは、リニューアル版では法規本文に設定しております。

5 過去のデータベースも閲覧可能ですか？ 最新のデータベースのみ公開となります。

6 過去のマンスリーレポートは閲覧可能ですか？ 2024年度発行分についてはWEB版として閲覧可能です。それ以前のマンスリーレポートは年度毎にzip
ファイルとして保存しておりますのでダウンロードして閲覧頂くことは可能です。

7 今後、法令追加の予定はありますか？ 現時点では法令の追加の予定はございません。

8 パスワードを忘れた場合どうすればよいですか？ パスワードを忘れた場合の再発行手続きは、P33を参照願います。

その他、よくある質問については、「環境法令.com」 https://kankyohourei.com/qa.html にも掲載してまいります

https://kankyohourei.com/qa.html
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よくある質問（FAQ）_パスワードを忘れた場合の対応について 34

 パスワードを忘れた場合の対応について、「契約者様本人が忘れた場合」と「マルチ契約で契約者様以外の利用者様が忘れ
た場合」で対応方法が異なります。

①契約者様本人とは ②マルチ契約で契約者様以外の利用者様とは
契約者様本人とは、
マイページ: https://store.kankyohourei.com/mypage/login
の会員情報に登録されている方のことです。

マルチ契約で契約者様以外の利用者様とは、環境法令サポート閲覧
サイト: https://law.kankyohourei.com/login の、
ユーザー管理で登録された方のことです。

　  　　　  

　

　

　

　

　

都道府県を検索 ▼

市町村名（例:大阪市北区）

番地・ビル名（例:西梅田1丁目6-8）

電話番号　必須 例:1112223333

FAX

業種

メールアドレス　必須

確認のためもう一度入力してください

パスワード　必須

確認のためもう一度入力してください

通知用メ ルアドレス

 

ここに登録されている利用者のこと

ここに登録されている利用者のこと

https://store.kankyohourei.com/mypage/login
https://law.kankyohourei.com/login
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よくある質問（FAQ）_パスワードを忘れた場合の対応について 35

① 「契約者様本人が忘れた場合」の対応方法
 会員専用サイト: https://store.kankyohourei.com/mypage/login にアクセスし、ログイン画面が表示されたら、
①「ログイン情報をお忘れですか？」をクリックし、「パスワードの再発行画面」が表示されたら、②「メールアドレス」を入力し、
③「次へ」をクリックします。「パスワード再発行メールの送信が完了しました」の表示と同時に「パスワード変更のご確認」の
メールが届きます。

3

2

4

 ④メール本文中のURLをクリックすると、パスワード再発行（再設定）画面が表示
されます。⑤「メールアドレス、新しいパスワードを入力」し、⑥「登録する」をクリック
してパスワードの変更は完了です。

1

4
・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

6

https://store.kankyohourei.com/mypage/login
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②「マルチ契約で契約者様以外の利用者様が忘れた場合」の対応方法

よくある質問（FAQ）_パスワードを忘れた場合の対応について 36

契約者様が、環境法令サポート:https://law.kankyohourei.com/login にアクセスし、ログイン画面が表示されたら、
①「メールアドレス/パスワード」を入力し、②「ログイン」をクリックし、「ホーム画面」が表示されたら③「ユーザー管理」を
クリックします。

1

2 3

 下記画面が表示されたら、④パスワードを忘れた利用者の「パスワード」を入力し、⑤「更新」をクリックします。
※ パスワード入力時のみパスワードは表示された状態になります。

54

注意 ホーム画面で「ユーザー管理」のメニューが表示されるのは
契約者様のメールアドレス/パスワードでログインした場合のみです

更新後に新パスワードを
利用者様にお伝えください

https://law.kankyohourei.com/login
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1. リニューアルの概要について

2. 「環境法令サポート（リニューアル版）～ログイン方法～

3. 「マンスリーレポート」 ～閲覧方法～

4. 「法令データベース」 ～閲覧方法～

5. 「法令データベース」 ～操作方法～

6. 「ユーザー管理」 マルチ契約のお客様 【重要】

7. よくある質問（FAQ）

8. お問合せ先
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本件に関するお問合せ先 38

順法管理ツール「環境法令サポート」について、ご不明な点等ございましたら下記までお問合せください。

株式会社環境ビジネスエージェンシー

環境法令サポート事務局

担 当 : 横尾（よこお）・沼里（ぬまり）

メールアドレス : hourei@ebagency.jp

電 話 番 号 : 03-3296-8655

※ 平日（月～金）10時～17時まで ※土日祝日、年末年始（2024年12月28日～2025年1月5日）は休業

mailto:hourei@ebagency.jp
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